
令和元年度岡山県生涯学習審議会及び岡山県社会教育委員の会議

第３回会議開催要項（案）

日 時 令和元年１２月２４日(火)
９：３０～１１：３０

場 所 岡山県庁分庁舎６階共用会議室６０１

１ 開 会

２ 議 事

（１）協議事項

・今までの経緯と前回会議の質問事項について

県内の家庭教育支援・子育て支援の状況 【資料２．３】

県内外のＰＴＡの事例 【資料４．５】

・骨子（案）について 【資料６】

・御意見をいただきたい内容 【資料７】

「親の学び」の特徴や効果

「一緒に学ぶ」の特徴や効果を踏まえた取組や支援の方法

・研究の表題について 【資料８】

・今後のスケジュールについて 【資料８】

３ そ の 他

（１) 令和元年度の主な事業について

（２）その他

４ 閉 会
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【任期　平成30年7月6日～令和2年7月5日】

番号 氏　　名 役　　職　　名 選出分野

1 井　辻　美　緒 （一社）矢掛小中高子ども連合代表理事 社会教育関係者

2 井　上　和　也 岡山県社会教育委員連絡協議会理事 社会教育関係者

3 大　西　泰　子 （一社）岡山県婦人協議会会長 社会教育・家庭教育関係者

4 小　田　幸　伸 高梁市教育委員会教育長 学識経験者

5 神　田　敏　和 岡山県PTA連合会会長 社会教育関係者

6 熊　谷　愼之輔 岡山大学大学院教育学研究科教授 学識経験者

7 清　水　玲　子 （株）山陽新聞社文化部部長 学識経験者

8 延　江　典　子 岡山県青年団協議会会長 社会教育関係者

9 波　多　洋　治 岡山県議会議員 学識経験者

10 福　本　まゆみ 岡山県立総社南高等学校長 学校教育関係者

11 藤　井　弥　生
NPO法人輝くママ支援ネットワークぱらママ代
表理事

家庭教育関係者

12 藤　木　茂　彦 （株）丸五代表取締役社長 学識経験者

13 松　本　俊　郎 放送大学岡山学習センター所長 学校教育関係者

14 村　上　　　岳
瀬戸内市民図書館長
（岡山県都市図書館協会副会長）

社会教育関係者

15 村　木　生　久 岡山県公民館連合会副会長 社会教育関係者

（５０音順）

令和元年度岡山県生涯学習審議会委員及び岡山県社会教育委員の会議委員
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岡山県生涯学習審議会及び岡山県社会教育委員の会議

議事運営等に関する申し合わせ事項

１ 議事運営について

（１） 会議は公開とする。ただし、会長が認めたときは非公開とすることがで

きる。

（２） 審議の経過及び結果の発表が必要な場合は、会長又は会長の指名する者

が行う。

（３） 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者等を招き、意見の開

陳又は説明を求めることができる。

２ 議事要旨について

（１） 議事要旨は公開とし、後日県のホームページに掲載する。
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岡山県生涯学習審議会及び岡山県社会教育委員の会議 会議傍聴要領

岡山県生涯学習審議会及び岡山県社会教育委員の会議は、「審議会等の設置及び運営

等に関する指針」の趣旨に則り公開いたします。会議傍聴上の留意事項は次のとおりで

すので、よくお読みください。

１ 会議の公開

会議は原則として公開ですが、会長が認めた場合は、非公開となります。

２ 傍聴の手続

（１）傍聴を希望される方は、開議前に傍聴受付簿に氏名、住所を記入しなければなり

ません。

（２）傍聴人数に制限は設けませんが、会議室の制約上、傍聴をお断りすることがあり

ますので御了承ください。

なお、報道関係者で会長が認めた場合は、定められた傍聴人数とは別に傍聴する

ことができます。

３ 傍聴できない方

傍聴人は、係員の指示に従い傍聴席に入場してください。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合は、傍聴することができません。

（１）酒気を帯びていると認められる場合

（２）会議の妨害となると認められるものを携帯している場合

（３）その他会議の公正又は円滑な運営を妨害するおそれがあると会長が認めた場合

４ 傍聴される方に守っていただきたいこと

傍聴される方は、次のことをしてはいけません。

（１）みだりに傍聴席を離れること。

（２）飲食すること。

（３）私語、談話、拍手等をすること。

（４）議事に批評を加え、又は意見を表明すること。

（５）許可なく写真を撮影し、録音その他これらに類する行為を行うこと。

（６）携帯電話用装置その他の無線通話装置を使用しないこと。

（７）その他会議の妨害となるような行為をすること。

５ 違反に対する措置及び退場

上記に違反したときは、直ちにその行為を中止させますが、その命令に従わないと

きは、当該傍聴人を退場させます。

上記退場を命じられた場合や、会議を非公開とする議決があったときは、速やかに

退場しなければなりません。

６ その他

上記のほか、会議の傍聴に関し、別に指示があったときは、それに従ってください。
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【支援の必要な家庭】
・課題を抱える保護者 ・特段の課題を抱えていない保護者
・仕事等により学習機会に ・学習機会に参加している保護者
参加できない保護者

岡山県の家庭教育支援

【全ての家庭】

二次支援

一次支援

・「親育ち応援学習プログラム」等を活用した研修や学習機会の提供
R２までにすべての小学校区で100％の実施を目指す

＜学習機会＞
・乳幼児検診 ・保護者懇談会 ・ＰＴＡ研修 ・入学説明会 など

研修型家庭教育支援の推進

【継続】

訪問型家庭教育支援推進事業
・対象家庭を絞っての家庭訪問
・子育てについての情報提供
・保護者の悩み相談対応や助言
・専門機関への橋渡し

専
門
機
関
と
の
連
携

企
業
出
前
講
座

二次支援

教育と保健福祉部局との連携・体制整備

相談

・すこやか育児テレホン

家庭教育支援チーム
家庭教育支援関係者の
ネットワーク化

普及・啓発
・ぱっちりモグモグ生活リズム向上

・わが家のすこやか日記
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「岡山いきいき子どもプラン 2020」(仮称) 素案の概要（項目のみ抜粋） 
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○「岡山いきいき子どもプラン 2020」(仮称) 素案より、主な家庭教育支援を抜粋 
 

Ⅲ 子どもと若者の成長を支援する環境の充実 

１ 学校教育の推進と家庭の教育力の向上 

〈重点施策〉 

(２)家庭の教育力の向上 

・・・、公民館等の社会教育施設での家庭教育に関する講座等をはじめ、乳幼

児健診や入学説明会、就学時健康診断等の多くの保護者が集まる機会に、「親育

ち応援学習プログラム」等を活用した家庭教育に関する参加型の学習機会や情報

の提供を行い、子どもに対する躾や集団生活への動機づけ等、学校生活を見通し

た子育てについて、保護者自身の自主的な気づきを促したり、保護者同士の人間

関係の構築を促進したりするよう努めます。 

・・・。 

 

Ⅳ きめ細かなサポートが必要な子どもや家庭への支援 

５ 子どもの貧困対策の推進 

〈重点施策〉 

（１）教育の支援 

学校を子どもの貧困対策のプラットフォームと位置付け、学校教育による学

力保障、学校を窓口とした福祉関連機関との連携、経済的支援を通じて、学校

から子どもを福祉的支援につなげ、総合的に対策を推進するとともに、教育の

機会均等を保障するため、教育費負担の軽減を図ります。 
 

② 地域に開かれた学校プラットフォーム 

（スクールソーシャルワーカー等が機能する体制の構築） 

スクールソーシャルワーカー等を活用した、学校、家庭、地域及び関係機関

とのネットワークづくりを推進するとともに、スクールカウンセラー等、教育

相談体制の充実を図ります。 

また、市町村での家庭教育支援チーム設置を促進し、子育てに関する相談

や、スクールソーシャルワーカー等と連携した家庭教育支援の取組を進めま

す。   

 

○今回の研究における、学校を核としたＰＴＡ等の取組 
 

Ⅲ 子どもと若者の成長を支援する環境の充実 

１ 学校教育の推進と家庭の教育力の向上 

〈重点施策〉 

（１）学校教育の推進 

② 豊かな心の育成、③ 健やかな体の育成、⑤ 学校・家庭・地域の連携・協働 

⑦ キャリア教育の推進 
 

（２）家庭の教育力の向上 
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〇学校行事やＰＴＡ行事で「親が学ぶ場」の参考事例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ◎：県内の事例、〇：県外の事例 

◎卒業生から学ぶ （玉野高） 

様々な分野でのエキスパート（卒

業生）を招聘し、生徒、保護者対

象の講演会などを行った後に、講

師、保護者で「語る会」を行った

取組 

 

〇親子道徳の日 

（高砂市内小中・兵庫） 

「親子道徳」として、子どもと保

護者が一緒に話し合い、考える機

会を作っている取組 

◎池の水全部抜く （清音小） 

校内の池の清掃時に、人気ＴＶ番

組の手法を取り入れ、池の水を全

部抜き、棲んでいる生物を保護し、

池を清掃する取組 

◎ＯＫＡＹＡＭＡスマホサミット 

 教員・保護者・生徒が参加し、スマ

ホやインターネットの使用につい

て考える取組 

〇親子防災教室 

（開成小・北海道ほか） 

防災教室を行い、親子で防災知識

を学ぶ取組 

◎学習支援ボランティア 

読み聞かせ、教科学習支援、ミシ

ン指導、料理教室などに、親が指

導者として関わる取組 

（県内多数で事例あり） 

 

〇“夢”授業の指導 

（由布川小・大分） 

親や地域の人材等が企画した授業

「“夢”授業」を子どもに対して

行った取組 

◎スマホの課題学習 （早島中） 

ＰＴＡ役員がファシリテーターと

なり「我が家のスマホやインター

ネットの使用ルールについて話し

合おう」をテーマにした演習・親

子での共有を行った取組 

 

〇ふるさと学「わたしたちの城東」

の作成(B)・活用(D) 

（城東小・群馬） 

地域の施設や寺社などを取材し、

それをまとめた社会科副読本「わ

たしたちの城東」を作成した取組 

親子が互いに刺激し合いながら一緒に学ぶ取組 

子どものために親が学ぶ取組 

学
校
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
外
で
実
施 

学
校
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
内
で
実
施 

Ｃ Ｄ 

Ａ Ｂ 
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〇保護者が集まりやすい環境づくりの参考例 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より多くの保護者へ「学び」の周知 

〇育児で多忙な保護者を呼び込む取組 

 ・行事開催時の託児所の設置 

 ・託児所の設置に伴い、地域学校協働本部や地域団体等との連携を 

行った事例 

 

〇保護者同士の交流を促し参加者を増やす取組 

 ・保護者同士の声かけ 

 ・学校行事開催時に保護者・教員が交流できる「サロン」や「茶話

会」の開設 

 

〇インターネット等情報機器を利用した情報発信 

・携帯メール等の連絡ツールなどを利用した行事や研修会などの 

周知した事例 

・ＰＴＡ独自のＨＰを開設し、会員専用ページを設置することで、

会議資料、行事の告知などを、いつでも閲覧できるような取組 

を行った事例 

いつでも、どこでも必要な情報を 

参加者の育児の負担軽減 

参加しやすい雰囲気づくり 
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「子育て世代の親の学びについて（仮）」骨子（案） 
 

１ はじめに 

 

 

２ 県の現状と課題 

 ・子育て世代の親の現状と課題 

 

 

３ テーマ 

県の教育課題の解決には、家庭における親の役割は重要であることから、

今回の研究は子育て世代の親に焦点を当て研究を行うこととした。しかし、

現在、核家族化が進み、共働きの家庭が増え、貧困家庭など困難を抱える保

護者への対応の充実が求められる中、子育て世代の全ての親に子育てに必要

な学びを届けることは困難な状況になりつつある。 

そこで、今回の研究では、全ての子育て世代の親が最も接点を持ちやすい

学校に焦点を当て、学校を中心とした子育て世代の親の学びについて、県内

外の好事例を収集し、学校行事やＰＴＡ等の取組における親の学びにつなが

る事例を整理することで、効果的な子育て世代の親の学びについて発信する

こととする。 

 

研究テーマ 

「子育て世代の親の学びについて（仮）」 

 

 

４ 事例の整理 

 （１）子どもを中心とした親の学び 

    ア 子どものために親が学ぶ取組 

    イ 親子が互いに刺激し合いながら一緒に学ぶ取組 

 

 （２）参加が困難な保護者への対応事例 

 

 

５ まとめ 

  教育委員会、学校、ＰＴＡ、保護者、社会教育施設等への提言 
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研究テーマ 

「子育て世代の親の学びについて（仮）」 

 

１ 特徴的な学校行事やＰＴＡ活動における親の学びについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「親の学び」の特徴や効果 

○「親の学び」の特徴 

  ・「子どものため」なら親は動く（藤井委員） 

  ・親は子どもと比べると保守的 

  ・学びに向かう力は弱い 

 

 ○「一緒に学ぶ」の効果 

  ・親の学ぶ姿は子どものキャリア発達に影響（福本委員） 

  ・子どもと一緒に学ぶ場は親の意識の変化に好影響 

  ・親のみの学ぶ場は参加しにくいが、一緒の学び場は参加しやすい 

（集客力を高める） 

 

３ 「一緒に学ぶ」の特徴や効果を踏まえた取組や支援の方法 

  【例】スマホサミット･･･OKAYAMAスマホサミット参加者の普及 

(教員、生徒、保護者の参加) 

 →各学校で実施 

教育事務所の働きかけ →各学校で実施 

     防災教室･･･親子で防災について学び、共有 

学
校
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
内
で
実
施 

学
校
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
外
で
実
施 

授業での 

学習支援ボランティア 

（読み聞かせ 等） 

 

体験活動の指導 

（親父の会 等） 

学校行事 

（親子道徳の日 等） 

地域課題の解決 

現代的な課題の解決 

（伝統行事の継承 等） 

※
学
校
教
育
と
関
わ
る
参
加 

※
社
会
教
育
の
中
で
の
自
主
的
な
参
加 

親子が互いに刺激し合いながら一緒に学ぶ取組 

※現代的な課題を大人も子どもも対等な関係で学習 

子どものために親が学ぶ取組 

※大人の知識を提供（「教える大人」と「指導を受ける子ども」の関係） 

御意見を！ 

御意見を！ 

事例が少なく、定着が浅い 

事例も多く、定着しつつある 
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〇研究の表題（タイトル）について 
 

 ・タイトル 

  （案１）子育て世代の親の学びについて 

 

  （案２）学校を核とした子育て世代の親の学びについて 

 

  （案３）学校を核とした子育て世代の 

親の効果的な学びの在り方について 

 

  （案４）子育て世代の親が子どもと一緒に学ぶ取組の推進 

 

 

 ・サブタイトル 

  （案１）～学校を核にした学校行事やＰＴＡ等の取組を中心にして～ 

 

（案２）～〇〇学のすすめ～ 

 

 

 

 

 

〇今後のスケジュールについて 
 
   令和２年１月下旬   

～      【第４回会議】事例研究、提言（案）について 
        ２月上旬   
 
    令和２年３月中旬頃  【第５回会議】提言（案）について 
 

    令和２年５月下旬頃  提言手交、次期テーマについての意見聴取 
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生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律（抜粋）

（都道府県生涯学習審議会）

第10条 都道府県に、都道府県生涯学習審議会（以下「都道府県審議会」という。）を置くこ
とができる。

２ 都道府県審議会は、都道府県の教育委員会又は知事の諮問に応じ、当該都道府県の処理す
る事務に関し、生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議す
る。

３ 都道府県審議会は、前項に規定する事項に関し必要と認める事項を当該都道府県の教育委
員会又は知事に建議することができる。

４ 前３項に定めるもののほか、都道府県審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で
定める。

岡 山 県 生 涯 学 習 審 議 会 条 例
（設置）
第１条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律（平成２年法律第７１
号）第１０条第１項の規定により、岡山県生涯学習審議会（以下「審議会」という。）を置
く。

（組織）
第２条 審議会は、委員２５人以内で組織する。
（委員）
第３条 委員は、生涯学習に関し識見を有する者のうちから、知事の意見を聴いて、教育委員
会が任命する。

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
３ 委員は、再任されることができる。
（会長及び副会長）
第４条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
（専門委員）
第５条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことがで
きる。

２ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事の意見を聴いて、
教育委員会が任命する。

３ 専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。
４ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
（部会）
第６条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
４ 部会長は、部会の事務を掌理する。
５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委
員がその職務を代理する。

（会議）
第７条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。

４ 前３項の規定は、部会に準用する。
（庶務）
第８条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
（その他）
第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

附則 この条例は、平成１３年１月６日から施行する。
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社 会 教 育 法 （ 抜 粋 ）
（審議会等への諮問）
第13条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、
あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等（国家行政組織法（昭和23年法律第120
号）第８条に規定する機関をいう。第51条第３項において同じ。）で政令で定めるものの、
地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議（社会教育委員が置かれていない
場合には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議
する審議会その他の合議制の機関）の意見を聴いて行わなければならない。

（社会教育委員の設置）

第15条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。
１ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。

（社会教育委員の職務）
第17条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
一 社会教育に関する諸計画を立案すること。
二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べるこ
と。
三 前２号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する
特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導
を与えることができる。

（社会教育委員の委嘱の基準等）
第18条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、
当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準について
は、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

岡山県社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期に関する条例（抜粋）
（委員の委嘱の基準）
第２条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並び
に学識経験のある者のうちから、岡山県教育委員会が委嘱する。

（委員の定数）
第３条 委員の定数は、15名以内とする。
（委員の任期）
第４条 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、岡
山県教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解嘱することがで
きる。
附則 この条例は、平成26年４月１日から施行する。

岡山県社会教育委員の会議に関する規則
(趣旨)
第１条 この規則は、岡山県社会教育委員(以下「委員」という。)をもつて構成される岡山県
社会教育委員の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)
第２条 会議に、議長及び副議長各一名を置き、委員の互選により定める。
２ 議長及び副議長の任期は、委員としての在任期間とする。
３ 議長は、会議を主宰する。議長に事故があるとき、又は欠けたときは、副議長がその職務
を代理する。

第３条 会議は、議長が必要に応じて招集する。
２ 委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議事を決することができない。
３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門部会)
第４条 会議に、議長が指名する委員をもつて構成する専門部会(以下「部会」という。)を置
くことができる。

２ 部会は、会議から付託された事項の調査及び審議を行う。
３ 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選により定める。
４ 部会長は、部会を招集し、主宰する。
５ 部会長に事故のあるとき又は欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。
(事務)
第５条 会議に関する事務は、教育庁生涯学習課においてつかさどる。
(その他)
第６条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成９年４月１日から施行する。
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〇学校行事やＰＴＡ行事で「親が学ぶ場」の参考事例 
 

 

 

    

     

      

 

  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎地域の学習支援ボランティアと協力し、放課後や長期休業中などにミシンや教科

の学習支援を行っている取組               【山陽西小（赤磐）】 

◎読み聞かせ、教科学習支援、ミシン指導、料理教室などに、親が指導者として関わ

る取組                          【県内多数事例】 

◎分野でのエキスパートを招聘し、生徒、保護者対象の講演会などを行った後に、講

師、保護者で「語る会」を行った取組               【玉野高】 

〇親や地域の人材等が企画した授業を子どもに対して行う「”夢”授業」を行った 

取組                     【③由布川小（大分・由布市）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎土曜日等に子ども対象の理科教室を開催し、ロボット操作などを指導した取組 

                               【一宮小（津山）】 

 ◎ＰＴＡおやじの会が、親子で楽しめるイベントを企画し実施する取組 

               【金光小（浅口）】 

 ◎親が指導者となって、子どもにスキーを指導する取組 

【千屋小、神郷北小（新見）】 

 ◎土曜日の活用として、地域の大人が講師、親がスタッフとして、子ども対象の料理

教室、アウトドア教室等５つの教室を開き指導した取組    【木山小（真庭）】 

◎ＰＴＡ役員がファシリテーターとなり「我が家のスマホやインターネットの使用

ルールについて話し合おう」をテーマにした演習を行った取組 【早島中（早島）】 

 〇地域の施設や寺社などを取材し、それをまとめた社会科副読本「わたしたちの城

東」を作成した取組               【①城東小（群馬・高崎市）】 

 〇親が講師となって子ども対象のパソコン教室を行った取組 

                          【②永明小（長野・茅野市）】 
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◎ＯＫＡＹＡＭＡスマホサミットに保護者・生徒・教員が参加し、スマホやインター

ネットの使用について学んだ取組                         【岡山県】 

◎親子で防災について学んだ取組            【上竹荘小（吉備中央）】 

◎親子で地元産業の見学を行った取組            【鴨方東小（浅口）】 

◎化石発掘やべんがら染めなど地域資源や地域人材を活用し、親子で気軽に参加でき

る体験活動を行った取組                 【高梁小（高梁）】 

 ◎校内ビオトープの池の清掃時に、人気ＴＶ番組の手法を取り入れ、池の水を全部抜

き、棲んでいる生物を保護し、池を清掃する取組      【清音小（総社）】 

 〇（再掲）親が中心となって作成した社会科副読本「わたしたちの城東」を活用し、

親子で地域を巡り、地域について学習する取組   【①城東小（群馬・高崎市）】 

〇父親の会が企画した防災教室を行うことで、親子とも防災知識を得る取組     

【④開成小（札幌市・北海道）、⑤臼杵小（臼杵市・大分）】 

 〇親子で大学のオープンキャンパスツアーを行い、進路研究した取組 

                              【⑥中津高（岐阜）】 

〇地域の人材を講師として招き、親子で地域の伝統、文化を学び、次世代へ伝承して

いる取組   【⑦栗林小（釜石市・岩手）、⑧篠山小（丹波篠山市・兵庫）ほか】 

 

  

◎栄養教室を開催し、食の大切さについて話し合った取組    【高梁中（高梁）】 

◎（再掲）分野でのエキスパートを招聘し、生徒、保護者対象の講演会などを行った

後に、講師、保護者で「語る会」を行った取組           【玉野高】 

 〇「親子道徳」として、子どもと保護者が一緒に話し合い、考える機会を作っている

取組                     【⑨高砂市内小中学校・兵庫）】 
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子どものために親が学ぶ取組 

親子が互いに刺激し合いながら一緒に学ぶ取組 

  

  
Ａ Ｂ 

Ｃ Ｄ 

※ ◎：県内の事例、 〇：県外の事例 
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「OKAYAMAスマホサミット 2019 成果報告会」の感想 
 

○ 保護者 
 

・私たち保護者会は、子どもへのアンケートを通して生の声や本音を聞き、自分たちを取り巻

く課題についてしっかりと考えていることに気が付きました。私たち大人は、スマホの問題

は子供だけではないということを、もっと子どもの声を真剣に聞き考え、さらには行動を変

えていくことをしていかなくてはなりません。また、これらの報告をこの会に出席の方々と

共有するだけではなく、岡山県の保護者の方への啓発として発信していきたいと思います。 
 

・今では老いも若きも学び続けられる場の創出が求められる時代になりましたが、大人の学び

直しは、現実、簡単ではないと感じています。昭和時代に確立された「先生から児童(生徒)」

や「親から子」への一方通行の学びでなく、お互いに学びあえる環境が必要な時代になって

いると思います。 
 

・子どもにばかり利用時間や利用回数について、うるさく言っておりましたが、子ども目線の

意見は参考になります。親子で使い方を見直したいと思います。 
 

・子どもたちが，それぞれとてもよく考えて取組をしていて驚かされた。大人が自分からルー

ルを守らなければならないと言うことを改めて思った。 

 

○ 中学生 
 

 ・スマホが世に出て久しくないために、大人も子どももメディアリテラシーが形として固まっ

ていないことが課題だ。 
 

・保護者も子どももきちんとスマホについて考えていてすごいと思った。 

 

○ 高校生 
 

 ・保護者部会が子どもへのアンケートをとっていたことは印象に残った。 
 

・スマホの問題について、小・中・高・大人も合わせた話し合いが行われていたことは印象に

残った。 
 

・保護者が子どもの気持ちに寄り添った発表をしていたことは印象に残った。 

 

○ 教員 
 

 ・子どもの声を聞いて大人に発信する保護者部会の発表は印象に残った。 
 

・パネルディスカッションを見て、「子どもだけ」「大人だけ」でなく、子どもも大人も一緒に

考えて行くことが必要であると思った。 
 

 

○ 教育委員会 
 

 ・保護者部会の取組は、子どもに歩み寄りながら、どう付き合っていくのかという視点で考え

られていたのが良かったです。 
 

・保護者に対する厳しい意見を、保護者が発信されたのが良かった。ぜひＰＴＡの会等で伝え

て、一緒に考えてもらいたい。 
 

・大人と子どもが一緒になってスマホ・ネット問題を考える場面を様々なところで設定してい

くことが大切であると思っています。このスマホサミットが、その模範となっていることに

ありがたく感じています。 
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高砂市立中筋小学校 
校長 佐藤登志枝    学校だより  げんきに・なかよく・かしこく      平成３０年 １０月１２日（金） ＮＯ．１４           

   

                        

親子道徳感想文 
『親切の旅』 

３年１組  平岡  
年よりの人に席をゆずるとい

うことは、ほんとうにいいこと

なんだなあということがわかり

ました。自分もそういうことを

しないといけないんだなあと思

いました。  
小さい友ちゃんが、まず席を

ゆずって、そして親切がぐるぐ

る回る。なんてすばらしいんだ

ろうか。なかなか「どうぞ」と

言うことも勇気がいることで

す。わが子にもぜひそんな勇気

をもってほしいものです。私も

何度か子連れで電車に乗り、席

を譲ってもらいました。私も次

は友ちゃんのように・・。 
『親切の旅』 

３年２組  砂川  
私だったら言えなかったと思

います。ちょっとこまっている

人がいたら、自分から声を出し

て言えたらなあと思います。ま

た、電車にのるとき、こまって

いる人がいたら、言えたらいい

なあと思います。  
勇気を出して席をかわること

は大人でもできる人は少ないと

思います。少しの勇気が皆を幸

せにできると思いました。これ

からは、自分も進んで親切がで

きるようになりたいです。 
『「正直」５０円分』 
４年１組  工藤  
この本を読んで正直に

言うことがなぜいいのか

について考えました。正直

に言うと、相手もうれしい

し、自分の気持ちのモヤモ

ヤも消えます。モヤモヤす

るのは相手に悪いなと思

うからだと思います。自分

も相手もえがおになれる

ように、正直に言おうと思

います。  
こういったときは、自分

の中で自分一人が考え決

断することになる。正しい

道を自分で考える力、人に

惑わされず決断できる力

を持ち続けて欲しいと思

う。正直に誠実に生きるこ

とがなぜ素晴らしいのか

は、いろいろな体験を通し

て子どもに伝えていきた

いです。  

１３・１４日は地域の例祭です。 
校区外に出ることになるので必

ず大人の人と一緒に行きましょ

う。ルールを守って楽しい地域行

事にしましょう。 

『好きなことを努力してのばそう』   ４年２組  西川  
私も、しょう来何か好きなことを

見つけ、それを一生けん命がんばっ

て誰よりも一番になれるようにし

たいと思います。  
好きなこと、得意なことは何かし

らあるかもしれないけど、それを誰

よりも得意なものにするには、やは

り誰よりも努力してきた人達なん

だなあと改めて思いました。 
『「自尊心」の大切さ』 
５年２組  梅谷  
「自尊心」自分に自信をもち、自

分を大切にしようとする気持ちを

持つと、自分自身も大切にしたいと

思えるので、これからは少しずつで

も多く自分に自信を持ち自尊心を

大切にしたいと思いました。  
自尊心を最初に育てるのは親の

力である。しっかり責任を持ってや

らなければと思う。うまくいかない

ときに、どう接してあげるのがいの

か「悩む！」親も日々勉強だ。 『「自尊心」の大切さ』 
５年１組  渡邊  
ぼくも野球をしているの

で、自分にきびしく目標を

高く持って練習に取り組み

たいと思いました。先の事

や次の事を考えられる人に

成長したいと思います。  
わが子は何をするにも投

げやりなところがあった

り、あきらめたり、気持ち

も態度にすぐあらわれるこ

とが高学年になりよく見ら 

れます。本人もスポーツをしている

のでスポーツを通して負けない心

や頑張る気持ちをはぐくんでほし

いと願っています。 
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茅野市立永明小学校ＰＴＡ

＜ ＰＴＡと学校運営協議会が連携・協働した教育活動の実践 ＞

所在地：長野県茅野市／全校児童数：児童５９３名

学校の特徴

今年で開校145年目を迎えました。学校目標「ともに拓く～なかよく かしこく たくましく～」を掲げ，全教育活動において「つむぎ合い」をキーワードに人間関係力を育て，互

いに向上する子どもをめざしています。平成２５年度より全校で毎週水曜日の５校時を「つむぎ合いの時間」と設定し，友だちや教師と一緒になって遊んだり活動したりして
きました。昨年度からはユネスコスクールとしても認定を受けました。世界へも発信できる学校をめざしていきます。

地域の特徴
平成27年度から始まったコミュニティスクールでは，学校運営協議会の学校運営の参画と活動のもとで地域とともにある学校づくりを進めています。「わくわくずこうデイ」に
は地域の方が子ども達と共に造形活動を楽しみ交流を深めています。教育活動に多くのボランティアが参加し，地域の子ども達の育成に熱心に取り組んでいます。

プログラミング学習
・ ＰＴＡ ＩＣＴサポート特別委員会と学校運営協
議会ＩＣＴサポート部会が連携し，パソコン教室
（年６回水曜日の放課後）を実施している。対
象は４．５．６年生の希望者である。
・前期は，主にパソコン上でスクラッチを使った
プログラミング学習を行う。後半は，ロボットと
タブレットを使いプログラミングでロボットの操
作を体験する。
・講師に学校運営協議会のＩＣＴサポート部会か
ら学校支援ボランティア（大学講師や地域の
方，大学生）を招き，ＩＣＴ教育を実践してる。

ネットマナー講習会
・ＰＴＡ ＩＣＴサポート特別
委員会と学校運営協議会
ＩＣＴサポート部会が連携し
て４，５，６年生・保護者を
対象にネットマナー講習
会を開催している。

「永明の日」つむぎ合い講座
・学校公開日「永明の日」において，ＰＴ
Ａと学校運営協議会のつむぎ合い部会
が連携して「つむぎ
合い講座」を開講し
ている。
・平成29年度は国際
理解をテーマに茅
野市在住のベルギ
ー出身の方から地
域と積極的に繋がり
生きることの大切さを学んだ。

特徴的な活動・運営体制 その他の取り組み

子ども見守り隊
・子ども達の交通安全や不審者対策の
ため年間を通じて学区内を見回ってい
る。また，地区の老人会と連携して下
校時の安全指導を行っている。さらに，
学校運営協議会の安全教育部会と連
携して「子どもを守る安心の家」を含め
た安全マップを更新し，地域全体で子
どもの見守りをしている。

地区行事への参加
地区の行事に参加したり，清掃活動な
ど環境整備に取り組んだりすることで，
地域の一員としての自覚を持ち，地域
を大切にできる児童を育てている。

あいさつ運動
ＰＴＡ校外指導部を中心に，あいさつ
運動を呼びかけ，実践している。春秋
2回の全国交通安全週間及び月２回
の街頭指導時において，児童が自発
的にあいさつできるよう，ＰＴＡがお手
本となり積極的にあいさつをし，声を
かけている。また，地区子ども会にお
いても，地域の方にあいさつができる
よう声がけをしている。

ＰＴＡと学校運営協議会との連携・協働を土台として，子どもの育ちを中心においたより質の高いＰＴＡ活動となるよう模索し
ていきたい。

支援

ＰＴＡ
学校支援
ボランティア

学校運営への
提言・助言・支援

永明小学校

願
い
の
共
有

願
い
の
共
有

学校運営協議会

（６部会）

地元の新聞に紹介される

願いの共有願いの共有
願
い
の
共
有

願
い
の
共
有

プログラミングされた
ロボットを操作する
子ども達

永明小学校の
子どもたち

連携

協働

読み聞かせボランティア
・ＰＴＡと学校運営協議
会の地域交流部会が
連携して，読み聞かせ
ボランティアを立ち上
げ，平成１２年度から
月に１回，毎朝の読書
の時間に，全学級で
本の読み聞かせを実
施している。

資源回収・ベルマーク収集
ＰＴＡ資源物回収を年１回実施し，地域
の資源物を回収し，換金して児童の教
育活動に役立てている。またＰＴＡ施
設委員会と児童会のベルマーク委員
会が連携してベルマークを集め，ＥＳＤ
の視点での環境教育を行っている。平
成１８年度には県内で初めて８００万
点を達成し，表彰された。

学校運営協議会の学校運営への参画と活動のもとで，ＰＴＡと学校運営協議会の6部会が連携し，プログラミング学習や読
み聞かせ，つむぎ合い講座，子ども見守り隊などの活動を行うことで，ＰＴＡ,地域，学校間の連携がスムーズに行われ，保

護者や地域が学校と一体となって協働することができた。また，ＰＴＡ活動に地域の教育力を生かすことができ，子ども達
にとってより質の高いＰＴＡ活動を実践することができた。

成

果

課

題

ＩＣＴ教育

読書教育

ＥＳＤ教育

安全教育

【 長 野 県 教 育 委 員 会 事 務 局 文 化 財 ･ 生 涯 学 習 課 】
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公民館等を活用した夜間学び直し推進事業の現状について（11月 22日現在） 

 

（１）学び ingぱる教室 

場所：岡山市（岡山県生涯学習センター内） 

実施：第３土曜日（実施日と場所を固定して実施） ※５月 18日開始 

時間：午前 10時～12時 

講師：３名（元校長１名、元教諭２名） 

登録：６人 

年齢：小学生１名、中学生１名、20代１名、40代２名、70代１名 

国籍：日本人 

実績：実施回数（７回）、各回の平均参加人数（約 3.6人）、延べ参加人数（25人） 
 

 

（２）まなびば ippo 

場所：倉敷市（くらしきｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ西ﾋﾞﾙ５階） 

実施：第１・３水曜日（実施日と場所を固定して実施） ※７月３日開始 

時間：午後６時～９時 

講師：４名（ippo職員１名、アルバイト１名、ボランティア２名） 

登録：夜間４人（追加の時間帯） 

年齢：小学生１名、中学生２名、60代１名 

国籍：日本人 

実績：実施回数（10回）、各回の平均参加人数（4.5人）、延べ参加人数（45人） 

※ ただし、従来の取組の登録者も受講 

 

【従来の取組】 

登録：全体 75人 

年齢：中卒・高校不登校・通信制高校在学中の 10代 44名、20代 14名、 

30代 17名 

国籍：日本人 74名、外国人１名 

※ 夜間チラシを見て、20 代(夜間利用なし）と 30 代(夜間利用あり）各１名登録。た

だし、従来の取組の全体の方にカウント。 

※ 従来の高梁川自治体連携事業「高梁川流域学び直し支援事業」では、対象地域と年

齢に制限あり。 

対象地域：備中地域在住の方（新見市・高梁市・総社市・早島町・倉敷市・矢掛町・

井原市・浅口市・里庄町・笠岡市） 

年  齢：15才～39才までの方。 

※ 実施日時は月～金曜日、午前９時～午後６時の実施。（学びたい人と相談して決定） 

  



 

（３）まなびカフェ 

場所：津山市(公民館など) 

実施：月４回程度（場所や時間は学びたい人と相談して決定） ※７月 31日開始 

時間：２時間程度 

講師：３名（元小学校長ほか） 

登録：25人 

年齢：中学生１名、10代 13名（その内、中卒 1名）、20代４名、40代３名、 

60代１名、70代３名 

国籍：日本人８名、外国人１７名 

実績：実施回数（54回）、各回の平均参加人数（約３人）、延べ参加人数（163人） 

 

 

（４）備前でまなび直し 

場所：備前市(備前市立日生中学校内) 

実施：月２回程度（実施日と場所を固定して実施。） ※９月 14日開始 

時間：午後６時 30分～９時 

講師：日本人クラス・教員免許所有者３名、外国人クラス・日本語学校講師１名 

登録：９人 

年齢：日本人 年齢未確認、 

外国人 10代１名、20代５名、30代１名、40代１名 

国籍：日本人１名、外国人８名（ベトナム６名、ブラジル１名、中国１名） 

実績：実施回数（６回）、各回の平均参加人数（約 6.8人）、延べ参加人数（41人） 

 


